
　技能講習修了証明書（以下「修了証明書」といいます。）は、登録教習機関ごとに発行する技能講習修
了証（以下「修了証」といいます。）と同等に、労働安全衛生法第61条第3項に規定する「資格を証する書面」
に該当します。（ただし、修了証（原本）は原則として保持が法律により義務付けられています。）
　労働災害の防止を図るため、車両系建設機械の運転等一定の危険又は有害な業務に従事する場合には、この
「資格を証する書面」の携帯が、労働安全衛生法で義務づけられています。
　詳細については、技能講習修了証明書発行事務局ウェブサイト（http://anzeninfo.mhlw.go.jp/gino/）を参照
してください。
※平成29年度は、技能講習修了証明書発行事務局（以下「発行事務局」といいます。）に係る事務は、厚生労働省から
委託を受けた富士通株式会社が実施しています。

※①～③が行われていない場合は発行事務局のデータベースに登録されていません。
※登録教習機関から提供されたデータの登録には、一定の時間を要する場合があります。

交付
申込書

技能講習修了者
データベース

①機関廃止に伴う引渡し義務
②3年間保管した帳簿の引渡し
③任意による帳簿の引渡し  

技能講習修了者
データの登録

データベースと
交付申込書を照合

登録教習機関

労働者

労働者

技能講習修了証明書発行事務局

技能講習修了者
データ

修了証明書交付
の申込

照合の結果、
データベース
に登録済み
の場合

修
了
証
明
書
の
交
付

修了証明書発行及びデータベース管理業務の流れ

技能講習修了証明書

発行のご案内

「修了証（原本）」と「修了証明書（統合カード）」の違いについて

修了証（原本）
技能講習を受講した登録教習機関にて発行さ
れたもの

サンプル（修了証は、登録教習機関ごとに異なります。）

・ 原本なので、原則として保持が法律により
義務付けられています。

・ 滅失したり、氏名が変更になった場合で、
修了証を受けた登録教習機関が、現在も修
了証の発行業務を実施している場合にはそ
の登録教習機関での再発行が必要です。

修了証明書（統合カード）
登録教習機関から提供された情報に基づき、発行事務
局にて交付する、修了したことを証明するカード
サンプル

 

・ 滅失したり、氏名が変更になった場合で、修了証を
発行した登録教習機関が、廃止等の理由により再発
行ができない時に、修了証明書が修了証の代わりに
なります。
※発行事務局に帳簿が引き渡されている場合に限ります。

・ データベースに登録された範囲内で申請者が有する
複数の技能講習の資格を１枚の「修了証明書」にま
とめることが可能です。（ただし、修了証の原本は
原則として保持が必要です。）

・ 修了年月日の項には、交付年月日が記載されている
場合があります。 

○○技能講習修了証

○○労働局承認
○○技能講習センター

修了証番号 1234
修了年月日○○年○月○日

氏名：技 能　太 郎
生年月日：○○年○月○日
住所：○○○○○○
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※特別教育は対象外となります。取得した機関又は事業主へお問い合わせください。

1

3

2

4

5

修了証（原本）を滅失、損傷した方

技能講習を受講した機関（登録教
習機関）が、現在も再発行の業務
を行っている場合

技能講習を受講した機関に修了証の再交付
又は書換えを依頼してください。
手続方法は、各機関にお問い合わせください。

技能講習を受講した機関（登録教
習機関）が、廃止等により修了証
の再発行を行っていない場合

発行事務局にて、修了証の代わりに『修了証
明書』の新規発行を行います。
申込みに必要な書類は、P.3の「2．必要書
類」表1の【新規交付A】列をご覧ください。

発行事務局にて、滅失・損傷した『修了証明書』の再発行を行います。
　申込みに必要な書類は、P.3の「2．必要書類」表1の【再交付A】列をご覧ください。
※ただし、修了証自体を滅失・損傷してしまった場合で、受講した機関が、現在も再発行の業務を
行っている場合は、受講した機関にて修了証の再発行を受けた上で申し込みください。

どこで受講したか覚えていない、
登録教習機関の連絡先がわから
ない場合

当時一緒に受講した同僚や友人等の修了証
を見せてもらい、そこに記載された機関の情
報を確認するか、発行事務局に修了者情報に
関する資格照会（開示請求）を行うことで、分
かる可能性があります。
登録教習機関の連絡先については、各都道
府県労働局にご照会ください。

新規交付Ａ

再交付Ａ

新規交付C

再交付C

各都道府県労働局HP一覧
http://www.mhlw.go.jp/link/
index.html#roudoukyoku

氏名を変更した方

修了証の書換えがまだ（従来のまま）の場合 修了証明書の書換えが
まだ（従来のまま）の場合

発行事務局にて、氏名を変更した内容で『修
了証明書』の再発行を行います。
　申込みに必要な書類はP.3の「2．必要書
類」表1の【再交付Ｃ】列をご覧ください。

※修了証を受けた登録教習機関が現在も
修了証の発行業務を実施している場合、
登録教習機関に対しても氏名の変更につ
いて届け出て、再発行を受ける必要があ
ります。

修了証明書（統合カード）を滅失、損傷した方

発行事務局の技能講習修了者データベースに登録されているデータの範囲内で、発行事務局
が、複数の修了証を一つにまとめた『修了証明書』の新規発行を行います。
申込みに必要な書類はP.3の「2．必要書類」表1の【新規交付Ｄ】列をご覧ください。

何枚もある修了証（原本）を一つにしたい方

発行事務局の技能講習修了者データベースに登録されているデータの範囲内で、発行事務局
が、修了証の資格を追加した内容で『修了証明書』の再発行を行います。
申込みに必要な書類はP.3の「2．必要書類」表1の【再交付D】列をご覧ください。

新たに取得した資格を今持っている「修了証明書（統合カード）」に追加したい方

技能講習を受講した機関（登録教
習機関）が、現在も再発行の業務
を行っている場合

技能講習を受講した機関に修了証の再交付
又は書換えを依頼してください。
手続方法は、各機関にお問い合わせください。

技能講習を受講した機関（登録教
習機関）が、廃止等により修了証
の再発行を行っていない場合

発行事務局にて、修了証の代わりに、氏名を
変更した内容で『修了証明書』の新規発行を
行います。
　申込みに必要な書類はP.3の「2．必要書
類」表1の【新規交付Ｃ】列をご覧ください。

新規交付Ｄ

再交付Ｄ

ケース① ケース② ケース③

ケース① ケース②

1. 目的別手続のご案内
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表 1　『修了証明書』の申込に必要な書類（新規交付／再交付）
申込みの種類

必要書類

新規交付（これまでに『修了証明書』の交付を受けたことがない方） 再交付（これまでに『修了証明書』の交付を受けたことがある方）

技能講習を受講した登録教習機関が廃止し
た等により修了証の紛失・損失時の再発行や、
氏名変更時の書換えをしてもらえない方※1

新規交付D
何枚もある修了証を
一つにしたい場合

再交付A
『修了証明書』を滅
失し、又は損傷した 
場合※2

再交付C
氏名を変更した場合※3

再交付D
新たに取得した資格
を今持っている『修
了証明書』に追加し
たい場合新規交付A

修了証を滅失又は損
傷した場合

新規交付C
氏名を変更した場合

共
　
　
通

①交付申込書 ○ ○ ○ ○ ○ ○

②証明書用写真（1枚） ○ ○ ○ ○ ○ ○

③本人確認書類 ○ ○ ○ ○ ○ ○

申
込
種
類
ご
と

④証明したい技能講習
修了証（複写）

○
損傷のみ ○ ○ ○

氏名が変更されたもの
○

追加希望分のみ

⑤技能講習修了証明書
（複写）

○
損傷のみ ○ ○

⑥戸籍抄本等
　（変更前後の氏名が記
載されているもの）

○ ○

⑦滅失届
　（交付申込書裏面）

○
滅失のみ

○
滅失のみ

※ 1 技能講習を修了した登録教習機関が現在も再発行を行っている場合は、その機関で修了証の再発行を受けてください。
※ 2 修了証明書だけを無くした場合の手続となります。
※ 3 技能講習を修了した登録教習機関が現在も再発行を行っている場合は、登録教習機関に対しても氏名の変更について届け出て、その機関で修了証の再発行を受けて

ください。
※ 4 再交付 A、C、Dの場合、新しい技能講習修了証明書が届きましたら、古いもの（滅失したものが見つかった場合を含みます。）にはハサミを入れて廃棄してください。

必　要　書　類 ご　説　明

共
　
　
　
　
通

①交付申込書 「技能講習修了証明書交付申込書」に必要事項を記入してください。
「修了資格追記用紙」は申込資格が多く書ききれない場合に利用してください。

②証明書用写真（1枚）
・ 『修了証明書』の申込みには、申込者本人の写真が必要です。写真のサイズ等（縦 4.5㎝×横 3.5㎝で申込前 6カ月以内に撮影した正面、
脱帽、背景無地のもので写真裏面に氏名を記入し貼り付けてください。）

・ サングラスを着用した写真は無効です。また、デジタル写真の場合は、写真専用用紙を使用してください。

③本人確認のための書類
　（いずれか 1点）

自動車運転免許証、健康保険証、在留カード、住民基本台帳カードその他法律又はこれに基づく命令により交付され、氏名・生年月日・
住所が記載された本人であると確認できる書面（複写）又はマイナンバーが記載されていない住民票の写し（6カ月以内に発行された
もの）。
※マイナンバーの通知カードは本人確認書類として使用できません。

申
込
種
類
ご
と

（
表
1
参
照
）

④技能講習修了証（複写）
・ 証明したいすべての技能講習修了証（表裏を複写）を用意してください。
・ 氏名が変更されている場合は、氏名の書換えをした修了証（複写）を用意してください。
・ 修了証を紛失した方は、修了証を発行した登録教習機関で再発行を受けた修了証（複写）を用意してください。

⑤技能講習修了証明書
　（複写）

・ 『修了証明書』の再交付の場合に必要となります。
・ 修了証明書の表面を複写してください。

表 2　必要書類の種類

申込方法、発送手数料及び支払い方法については、P.4 をご参照ください。

申込に必要な様式については、P.7 以降に掲載されているものを使用していただくか、次のウェブサイト 
（技能講習修了証明書発行のご案内 http://anzeninfo.mhlw.go.jp/gino/）よりダウンロードしてください。2. 必要書類

1 代理人（一個人）が申し込む場合の追加必要書類
・ 委任届（申込書裏面）
・ 代理人の本人確認書類
　　
2 企業（事業場）が申込者に代わり、まとめて申し込む場合の追加必要書類
・ 一括申込書
・ 代理人（一括申込者）の勤務先で発行した身分を証する書面（様式は任意、参考様式は一括申込書の裏面）
※申込者本人が一括申込書の委任欄へ署名、捺印をお願いします。その場合、各申込者の委任届は、省略することができます。

※ 郵送で申し込む場合でも、窓口で申し込む場合でも必要となります。窓口の場合、代理人様の本人確認書類は、ご掲示いただければ、その
場にてコピーをとらさせていただきます。

※ 『修了証明書』を郵送で受け取る場合は、「返信用封筒（返信先の明記、簡易書留郵便相当 392 円分の切手を貼付したもの）」をご用意ください。
※ 一括申込の場合には、『修了証明書』の枚数により郵送料が変わりますので、発行事務局よりご連絡はがきでご連絡します。
※ 発行手数料は「4．発行手数料及び支払い方法」を参照の上、申込者の人数分を一括して支払ってください。
※ 一括申込を窓口にてお申し込みされる場合、申込人数により書類確認にお時間をいただく場合がございます。後日発送となる場合がございま
すのであらかじめご了承ください。

代理人又は企業（事業場）で一括して申し込む場合は、修了証明書交付申請者の書類に追加して、下記書類が必要となります。
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発行事務局から送付するご連絡はがきに記載されている「1枚にまとめることができる技能講習資格」と「発行手数料」をご了
承いただけた場合は、1人分の申請につき、1回当たり1,500 円を現金書留で郵送してください。なお、『修了証明書』を郵送
で受け取る場合は「返信用封筒（返信先の明記、簡易書留郵便相当 392円分の切手を貼付したもの）」を同封してください。

送付先
〒 108-0014 東京都港区芝 5-35-2
安全衛生総合会館 4F 
技能講習修了証明書発行事務局  

あて

※窓口で申し込む場合には、1人分の申
請につき、1回当たり 1,500 円（現金）
を申込窓口でお支払いください。なお、
『修了証明書』を郵送で受け取る場合
は「返信用封筒（返信先の明記、簡易
書留郵便相当 392 円分の切手を貼付し
たもの）」を併せて提出してください。

芝芝

①発行手数料
　1,500円（税込）

③返信用封筒
 （392 円分の切手
 を貼る）

②発行事務局より
　送付したご連絡
　はがき

1000

1000

500

あ
な
た
の
住
所

あ
な
た
の
名
前

様

392円分
の切手
を貼る

①～③を
セットにして
現金書留にて
郵送　

コピー可 折曲げて
現金書留封筒
に入れる

郵送での申込方法

※必要書類に不備がある場合もご連絡はがきでご連絡します。
「1枚にまとめることができる技能講習資格」は、発行事務局
の「技能講習修了者データベース」に登録済みのデータに限
ります。
必要書類受領後、ご連絡はがき到着までの見込所要日数⇒
12日程度

現金書留受領後、修了証明書到着までの見込所要日数⇒6日程度

※ご連絡はがきで必要書類の不備についてご連絡した場合は、
はがきの案内にしたがって必要書類を同封してください。

直接窓口での申込方法

技能講習修了証明書発行事務局
〒108-0014 東京都港区芝5-35-2  安全衛生総合会館4F  Tel:03-3452-3371、3372

「1枚にまとめることができる技能講習資格」「発行手数
料」をご了承いただいた場合は…

郵
送
先

受付時間 AM  9：00～12：00　PM 13：00～16：00

Step.1Step.1
発行事務局へ必要書類（P.3参照）を郵送してください。

Step.2Step.2
発行事務局からご連絡はがきで「1枚にまとめること
ができる技能講習資格」と「発行手数料」をご連絡し
ます。

※持参いただいた必要書類に不備や不足があった場合や「1枚に
まとめることができる技能講習資格」の確認に時間がかかる時

Step.1Step.1
発行事務局へ「必要書類」と「発行手数料（1人分の申
請につき、1回当たり1,500円）」をご持参ください。

Step.2Step.2
発行事務局より「1枚にまとめることができる技能講習
資格」をご提示します。

Step.4Step.4
『修了証明書』を返信用封筒で発送します。

Step.3Step.3
①「発行手数料（1人分の申請につき、1回当たり
1,500円）」、②「返信用封筒（返信先の明記、簡易書留
郵便相当392円分の切手を貼付したもの）」、③「ご連
絡はがき」を現金書留で郵送してください。

「1枚にまとめることができる技能講習資格」「発行手数
料」をご了承いただいた場合は…

Step.3Step.3
『修了証明書』を発行します。

は、後日発行となる場合がございますのであらかじめご了承く
ださい。
「1枚にまとめることができる技能講習資格」は、発行事務局
の「技能講習修了者データベース」に登録済みのデータに限
ります。

3. 申込方法　郵送、直接窓口の 2つの方法があります。

4. 発行手数料及び支払い方法
※ 2018年3月は年度切替えのため、1ヶ月程度カード発行が停止する場合があります。
なるべく 2月中にお申し込みください。 
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No. 略称 現行技能講習名

1 整地
車両系建設機械（整地・運搬・積込み用及び掘削用）
運転技能講習

2 基礎 車両系建設機械（基礎工事用）運転技能講習

3 解体 車両系建設機械（解体用）運転技能講習

4 不整 不整地運搬車運転技能講習

5 高所 高所作業車運転技能講習

6 フォ フオークリフト運転技能講習

7 ショ シヨベルローダー等運転技能講習

8 玉掛 玉掛け技能講習

9 床ク 床上操作式クレーン運転技能講習

10 小ク 小型移動式クレーン運転技能講習

11 ガス ガス溶接技能講習

12 コ破 コンクリート破砕器作業主任者技能講習

13 地山 地山の掘削作業主任者技能講習

14 土止 土止め支保工作業主任者技能講習

15 ず掘 ずい道等の掘削等作業主任者技能講習

16 ず覆 ずい道等の覆工作業主任者技能講習

17 型枠 型枠支保工の組立て等作業主任者技能講習

18 足場 足場の組立て等作業主任者技能講習

19 鉄骨 建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者技能講習

20 コ解 コンクリート造の工作物の解体等作業主任者技能講習

21 鋼橋 鋼橋架設等作業主任者技能講習

22 コ橋 コンクリート橋架設等作業主任者技能講習

23 採石 採石のための掘削作業主任者技能講習

24 木建 木造建築物の組立て等作業主任者技能講習

25 はい はい作業主任者技能講習

26 船内 船内荷役作業主任者技能講習

27 ボ取 ボイラー取扱技能講習

28 ボ据 ボイラー据付け工事作業主任者技能講習

29 普圧 普通第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習

30 化圧 化学設備関係第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習

31 木材 木材加工用機械作業主任者技能講習

32 プレ プレス機械作業主任者技能講習

33 乾燥 乾燥設備作業主任者技能講習

34 酸欠 酸素欠乏危険作業主任者技能講習※1

35 酸硫 酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習※2

36 特化 特定化学物質等作業主任者技能講習

No. 略称 現行技能講習名

37 鉛 鉛作業主任者技能講習

38 四鉛 四アルキル鉛等作業主任者技能講習

39 有機 有機溶剤作業主任者技能講習

40 地土 地山の掘削及び土止め支保工作業主任者技能講習

41 特四 特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習

42 石綿 石綿作業主任者技能講習

※1  旧技能講習名：第一種酸素欠乏危険作業主任者技能講習
※2  旧技能講習名：第二種酸素欠乏危険作業主任者技能講習
（労働安全衛生法第76条の改正により2004年4月1日以降、下記技能講習の名称が変更 になっ
ております。）

No. 略称 特例講習及び経過措置等講習名

［1］ 整特
車両系建設機械（整地・運搬・積込み用及び掘削用）
運転技能特例講習

［1］ 車特 車両系建設機械運転技能特例講習

［1］ 車両 車両系建設機械運転技能講習

［2］ 基特 車両系建設機械（基礎工事用）運転技能特例講習

［2］ 基研 基礎工事用機械運転者に対する研修

［3］ 解特 車両系建設機械（解体用）運転技能特例講習

［4］ 不特 不整地運搬車運転技能特例講習

［5］ 高特 高所作業車運転技能特例講習

［6］ フ特 フオークリフト運転技能特例講習

［6］ ホー ホークリフト運転技能講習

［7］ シ特 シヨベルローダー等運転技能特例講習

［8］ 玉特 玉掛技能特例講習

［8］ 玉修 玉掛技能講習修了者

［9］ 床特 床上操作式クレーン運転技能特例講習

［10］ 小特 小型移動式クレーン運転技能特例講習

［11］ ガ特 ガス溶接技能特例講習

［18］ 足特 足場の組立て等作業主任者技能特例講習

［19］ 鉄組 鉄骨の組立て等作業主任者技能講習

［21］ 橋特 鋼橋架設等作業主任者技能特例講習

［27］ ボ講 ボイラ取扱講習

［28］ ボす ボイラすえ付け工事作業主任者講習

［29］ 一圧 第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習

［32］ プ作 プレス機械作業主任者講習

［34］ 酸危 酸素欠乏危険作業主任者技能講習

［35］ 酸特 第二種酸素欠乏危険作業主任者技能特例講習

※カッコ［   ］内の番号は、技能講習資格への引き当て番号を示します。
※「特例講習及び経過措置による読み替え講習」については、期限が定められている
等、制限のあるものがあります。

技能講習名称一覧表（略称）

※特別教育は対象外となります。取得した機関又は事業主へお問い合わせください。
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技能講習修了資格に関する資格照会（情報開示請求）の手続について
次の書類を添付して郵送により、発行事務局までお申し込みください。なお、申込及び回答方法は郵送のみとさせていただいて

おります。

必要書類等 ご説明

①資格照会申込書
「技能講習修了資格に関する資格照会申込書（情報開示請求）」に申込者ご
本人が必ず記入・捺印をしてください。なお、申込書中の住所（居所）欄には
現住所をお書きください。

②本人確認のための書類 
（いずれか一点）

自動車運転免許証、健康保険証、外国人登録証明書、住民基本台帳カード
その他法律もしくは、これに基づく命令により交付され、氏名・生年月日・住
所が記載された本人であると確認できる書類（複写：現住所が記載された面
も必ずコピーしてください）又はマイナンバーが記載されていない住民票の
写し（複写不可：６ケ月以内に発行したもの）。
※マイナンバーの通知カードは本人確認書類として使用できません。

③切手（392円分）を貼った返信用封筒

「技能講習修了資格に関する資格照会回答書（情報開示請求）」を送付する
ための封筒です。定形の封筒に本人確認書類に記載の氏名及び現住所（代
理人申込みの場合は、代理人の方の本人確認書類に記載された氏名及び
住所）（居所）を返信先として明記し、簡易書留相当392円分の切手を貼った
ものを用意してください。

代
理
人
申
込
の
場
合

④委任状（技能講習修了者情報）
「委任状（技能講習修了者情報）」に委任者ご本人が必ず記入・捺印をしてく
ださい。

⑤代理人の本人確認書類
　（いずれか一点）

②を参照してください。

※氏名の変更があった方で旧氏名での資格照会も希望される場合は、上記①～③の書類の他に下記⑥の書類も必要になります。
（代理人申込みの場合は、上記④⑤の書類も必要になります。）

⑥戸籍抄本又は戸籍謄本等

氏名の変更があった方で、旧氏名で登録されている情報についても資格照
会を希望される場合は、「技能講習修了資格に関する資格照会申込書（情
報開示請求）」の旧氏名欄に旧氏名を記入の上、戸籍抄本等の氏名の異
動を証する（＝氏名変更の経緯がわかる公的な）書類を添付してください。

注意点
１. 回答は発行事務局が保有する技能講習修了者データ（登録教習機関から提供されたもの）の範囲内に限りますので、技能
講習を受講していたとしても、発行事務局に保有なしとの回答となる場合がありますのでご了承ください。

２. 上記必要書類等の①及び④については、所定のものに限ります。それ以外の書式では、一切お受けすることができません。
また、必要書類に不備がある場合は、申込書類を返却することがあります。

 様式については、P.14、15に掲載されているものをコピーしていただくか、下記アドレスのホームページからダウンロードし
たものをお使いください。

 http://anzeninfo.mhlw.go.jp/gino/contents/shoukai.html
３. 　「技能講習修了資格に関する資格照会（情報開示請求）」に関して、ご提出いただいた書類等（本人確認書類を含む。）は、
返却いたしませんので、あらかじめご了承ください。

４. 　「技能講習修了資格に関する資格照会（情報開示請求）」は、技能講習の修了資格についてお調べするものであり、技能講
習修了証明書の交付に当たっては別途申請手続が必要になります。
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■この冊子には、植物油インキ、有害な廃液を出さない水なし印刷方式を採用しています。

平成29年度厚生労働省委託事業
技能講習修了者のデータ一元管理事業

技能講習修了証明書発行事務局
〒108-0014 東京都港区芝5-35-2　安全衛生総合会館4F 
 Tel:03-3452-3371、3372　Fax:03-3452-3349

（平成29年4月）

技能講習修了証

Q1  技能講習の修了証を紛失してしまいまし
た。再交付の手続をしたいのですが、ど

うしたらいいでしょうか? 

A  技能講習修了証の再交付は、原則として、技能講習修了証の交付を受けた登録教習機関に再交付申込書を提出
することによって再交付を受けることとなっています。実

際に技能講習を受けた場所（会場）ではなく、どこの登録教習機
関が行った技能講習かが問題となります。もし、当時一緒に受講
した同僚や友人等がいれば、その方の技能講習修了証を見せても
らってください。例外としては、登録教習機関が技能講習の業務を
廃止した場合で発行事務局に帳簿が引き渡されている場合だけは、
発行事務局で技能講習の修了資格を証する書面として、技能講習
修了証明書を交付することとなります。また、以上によっても、受講
した登録教習機関が分からない場合は、発行事務局が保有する技
能講習等修了者情報について『資格照会』（開示請求）をするこ
とにより、分かる場合もあります。

 資格照会の手続の仕方は、P.13をご覧ください。 

Q2  氏名を変更した場合、技能講習修了証の
書換えをしなくてはいけないのですか? 

A  氏名を変更した場合は、技能講習修了証を交付した登録教習機関で修了証の書換えを行ってください。（参考 :『労
働安全衛生規則第 82条第 2項』）ただし、登録教習機

関が技能講習の業務を廃止している場合で発行事務局に帳簿が引
き渡されている場合だけは、発行事務局で技能講習の修了資格を
証する書面として、技能講習修了証明書を交付することとなります。  

 

技能講習修了証明書

Q1  受講している技能講習資格が 1つでも、
修了証明書は交付できますか? 

A  1種類の技能講習修了証の場合でも、『修了証明書』は交付できます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　

Q2  これまでの技能講習修了証はいらなくな
るのですか? 

A  この『修了証明書』を携帯すれば作業中に各種の修了証を携帯する必要はありませんが、修了証原本は大切に保管
しておいてください。 

Q3  技能講習修了証明書の交付にはどれくら
いかかりますか? 

A  申請書類の不備や発行手数料誤り等の問題がなく、かつ郵送手続が円滑に行われた場合は、概ね14営業日程度
となりますが、申込みが集中した場合これより時間をいた

だく可能性もございます。
また、直接窓口でお申し込みされた場合であっても、技能講習修
了資格の確認等に時間がかかる場合は、後日発行となる場合がご
ざいます。
※確認に多くの時間を要する事例
・ 修了証明書統合発行システムのデータベースに申込資格が登
録されていない場合

・ 昭和 47年以前に受講された技能講習の場合
・ 法令の改正に伴って技能講習の名称の変更等がされている場合
・ 修了証の技能講習名があいまいな名称で記載されている場合 等

Q4  アーク溶接などの特別教育や安全衛生
関係各種免許を技能講習修了証明書で

証明してもらえますか? 

A  特別教育や安全衛生関係各種免許は証明できません。 技能講習修了証明書は、技能講習のみ証明しています。
特別教育に関するお問い合わせは、講習機関又は、その

講習を行った事業者へお問い合わせください。　　 

Q5  氏名を変更した場合は、どのような交付
の申込みの手続をすればよいのですか? 

A  氏名を変更した場合は、修了証の交付を受けた登録教習機関で修了証の書換えを受けた上で、『修了証明書』の
交付の申込みをしてください。

※修了証（複写）に記載された氏名と一致しない場合は、『修了
証明書』の交付の申込みは受理できません。 

Q6  1級又は2級の建設機械施工技士の資
格を取得すると「労働安全衛生法第 76

条第 1項に規定する車両系建設機械と不整地
運搬車の運転技能講習修了者と同等の資格が
得られる」と聞きましたが、この場合、「技能
講習修了証明書」にできますか? 

A  「技能講習修了証明書」は、技能講習修了者台帳に基づき発行する証明書ですので、建設機械施工技士の合格証
明書により車両系建設機械及び不整地運搬車の運転技

能講習資格を「技能講習修了証明書」で証明することはできません。 

技能講習修了証明書 Q  ＆ A
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